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県認証制度創設に伴う本市の感染拡大防止実践店の取扱いについて 
 

 

 

 令和 2 年 8 月より本市は感染拡大防止実践店認証制度を展開し、令和 3 年 5 月末までに約

2,500 店舗を認証し、感染拡大防止に取り組んできたところ。しかしながら、さらなる強力な感

染拡大防止体制を構築するべく、今回県により県内統一の基準による認証制度を６月１４日開

始する運びとなったことから、それに伴い、本市の感染拡大防止実践店制度を以下の通り取り扱

うもの。 

 

 

●熊本県が 6月 14 日から新たな認証制度開始、7月以降新補助金申請受付開始予定。 

 

●熊本市の実践店は 6月 13 日をもって新規受付・認証を終了。 

 

●これまで本市が認証した店舗については、業種別ガイドラインをクリアした店舗として、しば 

らくの間、市ＨＰで紹介。 

 

●市の既存の補助制度については、県の補助制度開始までの申請受付を原則とする。なお、県が 

衛生管理設備導入支援に係る新たな補助金を 6月議会に上程中のため、詳細が明らかになり 

次第対応予定。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊県の認証制度の概要については別紙のとおり 

商業金融課 

資料１ 
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